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生活支援訪問型サービス事業従事者等養成研修実施要領（平成２８年１１月１４日 健康福祉局長決裁）の一部改正 

 

 生活支援訪問型サービス事業従事者等養成研修実施要領（平成２８年１１月１４日 健康福祉局長決裁）の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

 

（目的） 

第１条 この要領は、仙台市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平

成２８年１１月１４日健康福祉局長決裁。以下「実施要綱」という。）に規

定する生活支援訪問型サービス事業に携わる者等に必要となる基本的な知

識の習得を目的とした研修の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

（定義） 

第２条 この要領で使用する用語の意義は、介護保険法（平成９年法律第１

２３号。以下「法」という。）、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第

３６号。以下「省令」という。）、実施要綱及び仙台市介護予防・日常生活支

援総合事業における訪問介護型サービス事業者、通所介護型サービス事業

者、生活支援訪問型サービス事業者及び生活支援通所型サービス事業者の

指定等に関する要綱（平成２８年１１月１４日健康福祉局長決裁）で使用

する用語の例による。 

 

（研修の種類等） 

第３条 研修の名称は、「仙台市生活支援介護サポーター養成研修（以下「介

護サポーター養成研修」という。）」とし、研修の種類は次に掲げるとおり

とする。 

一 仙台市生活支援介護サポーター養成研修（訪問支援員向け） 

 

（目的） 

第１条 この要領は，仙台市介護予防・日常生活支援総合事業の実施，当該

事業を行う指定事業者の指定等及び当該事業に要する費用の額の算定に関

する要綱（令和３年３月 31日健康福祉局長決裁。以下「実施等に関する要

綱」という。）に規定する生活支援訪問型サービス事業に携わる者等に必要

となる基本的な知識の習得を目的とした研修の実施に関し，必要な事項を

定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要領で使用する用語の意義は，介護保険法（平成９年法律第１

２３号。以下「法」という。），介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第

３６号。以下「省令」という。），及び実施等に関する要綱で使用する用語の

例による。 

 

 

 

 

（研修の種類等） 

第３条 研修の名称は，「仙台市生活支援介護サポーター養成研修（以下「介

護サポーター養成研修」という。）」とする。 

 

 （削除） 
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現行 改正後 

二 仙台市生活支援介護サポーター養成研修（管理者向け） 

 

（対象者） 

第４条 介護サポーター養成研修を受講できる者は、次に掲げる者とする。 

一 前条第１号に規定する研修 生活支援訪問型サービスにおける訪問支援

員として従事する者 

二 前条第２号に規定する研修 生活支援訪問型サービスの管理者として従

事する者（予定を含む）のうち、個別サービス計画（相当する内容の計画を

含む）の作成経験がない者 

三 市長が必要と認める者 

 

（研修の実施） 

第５条 介護サポーター養成研修は、仙台市が実施する。ただし、研修の全

部または一部について、委託することができる。 

２ 前条に規定する者が受講する研修の内容は、次のとおりとする。 

一 前条第１号に規定する者 別表第１に規定する内容 

二 前条第２号に規定する者 別表第２に規定する内容 

三 前条第３号に規定する者 必要に応じて、別表第１または別表第２に規

定する内容 

３ 前項に規定する研修を修了した者に対し、研修修了証（別紙１）を交付

する。 

 

（委任） 

第６条 この要領の実施について必要な事項は別に定めるものとする。 

 

附 則 

 （削除） 

 

（対象者） 

第４条 介護サポーター養成研修を受講できる者は，次に掲げる者とする。 

一 生活支援訪問型サービスにおける訪問支援員として従事する者 

 

 （削除） 

 

 

二 市長が必要と認める者 

 

（研修の実施） 

第５条 介護サポーター養成研修は，仙台市が実施する。ただし，研修の全

部または一部について，委託することができる。 

２ 前条に規定する者が受講する研修の内容は，次のとおりとする。 

一 前条第１号に規定する者 別表第１に規定する内容 

二 前条第２号に規定する者 必要に応じて別表第１に規定する内容 

 （削除） 

 

３ 前項に規定する研修を修了した者に対し，研修修了証（別紙１）を交付

する。 

 

（委任） 

第６条 この要領の実施について必要な事項は別に定めるものとする。 

 

附 則 



 3 / 3 

現行 改正後 

 この要領は、平成２９年２月１日から実施する。 

附 則 

 この要領は、平成３０年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要領は、令和元年５月１日から実施する。 

 なお、この要領の実施の際、現に交付されている研修修了証は、第５条第

３項の研修修了証とみなす。 

 

 

 

別表第１（略） 

別表第２ 

 

別紙１（略） 

 

 この要領は，平成２９年２月１日から実施する。 

附 則 

 この要領は，平成３０年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要領は，令和元年５月１日から実施する。 

 なお，この要領の実施の際，現に交付されている研修修了証は，第５条第

３項の研修修了証とみなす。 

附 則 

 この要領は，令和３年４月１日から実施する。 

 

別表第１（略） 

別表第２ 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

別紙１（略） 

 

   附 則 

この改正は、令和３年４月１日から実施する。 


